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特集報文：｢社会資本メンテナンス元年｣から10年 道路メンテナンスの新しいフェーズを支える取組み 

道路橋の定期点検における点検支援技術を用いた 
診断の質の向上と省力化に向けた取組み 

岡田太賀雄・恵良将主・白戸真大・石津健二
 

1．はじめに1 

 道路構造物の定期点検が法定化され10年が経

とうとしている。定期点検は道路構造物の維持管

理を適切に実施するための基礎となる行為である。

健全性の診断を行う者が近接目視、そして必要に

応じて打音、触診などを行い構造物の状態を把握

する（点検）ことから、次回定期点検までの構造

物の措置の必要性についての所見を示す（健全性

の診断）までの一連を行うことから成り立ってい

る。これまでの点検実施の結果から、質の向上と

作業負担の軽減という相反する課題への対応が求

められており、本報告ではその方法論の構築に向

けた取組みを紹介する1),2)。 

2．点検・診断の実施により分かった課題 

 上記の課題として以下が挙げられる。 
（１）見えない部位・変状がある。例えば写真-1

のようなケーブル等で被覆された部材、埋め込

み部、補修補強で隠された部材が挙げられる。 
（２）外観に変状が現れても評価・考察が難しい

部位・変状がある。例えば写真-2に示すような

床板ひび割れやPC桁の変色などが挙げられる。 
（３）その規模や構造、交差物件の関係から、特

に作業負担が大きい橋がある。例えば写真-3の
ように径間が多く長い橋では通行規制時間が増

加したり、トラス橋では点検車のブームの操作

を行うときに斜材の間を通すなどの必要が生じ、

作業時間が増大したりすることが挙げられる。 
（４）構造物の全体をくまなく近接目視すること

を求めるときに、目的や部位によっては過剰と

なる場合がある。例えば、図-1に示すように溝

橋では変状項目や着目すべき箇所を特定し、打

音・触診の省略により作業量を低減している3)。  
これらの課題に対して、道路橋については図-2

に示すように、橋梁数の大半を占める小規模の橋

のうち、構造的に落橋のリスクが小さかったり、 
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形状が単純で外観の変状の見逃しの可能性が小さ

い形式の橋では、既に点検項目を絞り込んだり、

画像等で変状を把握する方法などについて技術情

報の充実により、診断に必要な情報を充足させる

ための作業量の軽減が図られている。一方で、比

較的橋長の長い大きい橋では、作業量の軽減余地

が高いと考えられる4)。 
そこで構造物の大小によらず、構造物ごとに診

断の信頼性を保証できるように各部位の点検方法

を変えるための方法論が望まれる。2012年に起

きたトンネル天井板落下事故を受け国土交通省に

より設立された事故調査委員会が、問題点の一つ

として「近接しての目視及び打音が未実施だった

ことについて、（省略）明確な裏付けがなく先送

りされていたこと」を指摘している5)とおり、明

確な裏付けを与えられる方法論が必要である。 

 
写真-1 外観から把握しにくい変状や部材の例  

 
写真-2 外観の変状だけでは診断しにくい部材の例  

 
写真-3 作業負担が大きい橋の例  
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図-1 点検で着目すべき箇所が絞り込まれた溝橋3) 

 
図-2 作業量の軽減が図られた小規模な橋と作業量の  

軽減が期待される橋の割合4) 

そこで国土技術政策総合研究所では、当該構造

物の定期点検に携わらない第三者も含めて、全て

の技術者が相互に理解できるように、診断に必要

な情報の充足性という観点から、統一的な体系で、

かつ、客観性をもって点検方法の組み合わせ方を

説明できる方法論について研究を進めている6)。 
次章以降、まず、個々の橋について構造の特徴を

考慮して部位ごとの診断に求められる情報の質を

区分するための方法論について研究した内容を紹

介する。また、検討中の方法論を実橋の点検に適

用し効果と課題を整理した結果を報告する。 

3．部材の維持管理リスクの評価方法の提案 

 本稿では、部材等の異常を見逃したり過小評価

したりしたときに、落橋等致命的な状態になる危

険性や修繕が著しく困難になる可能性が高い部位

を、維持管理リスクが高い部位と定義する。ここ

でいう部位という言葉は、部材の種別の違いに加

えて、同じ部材でも、例えば主桁の端部と中間部

では応力分布や劣化特性が異なることや、箱桁の

表-1 維持管理リスクマトリクス  
部位の重要度

変状の種類

破壊が橋の
致命的な状
態をもたら
す可能性が
ある部位

劣化が進むと修
繕が大規模にな
る可能性がある
部位

通行者・第三
者の事故懸念
がある部位

その他

見逃し
易さ

急激な進行
の可能性

高い

有り

なし
ケーブルの腐食

主塔鉄筋コンク
リート橋脚の塩害

低い

有り
鋼製主塔の
亀裂

主桁の亀裂
鋼床板の亀裂

鋼床板の亀裂

なし
鋼製主塔の
腐食

主桁の腐食
鋼床板の腐食

主塔防食機能
の劣化

主桁防食機能
の劣化  

内面と外面では構造の詳細も腐食環境も異なるこ

とも区別し、橋の各部を指し示すものとしている。

また、ここでいう異常とは損傷や劣化の総称を表

すことにし、異常が外観に現れたものを変状と呼

ぶことにする。この定義に従った維持管理リスク

マトリクスを表-1に示す。なお、部材名等は後述

の試行対象橋梁の結果について示したものなので

4.にて説明する。縦軸は異常を見逃したり、過小

評価したりする可能性の大小であり、横軸が異常

を見逃し・過小評価したときに道路管理に与える

影響の区分である。そして、マトリクスのグラ

デーションがリスクの大小である。赤は特にリス

クが高く、橙、黄色、緑とリスクが低くなっていく。 
異常を見逃し・過小評価する可能性については、

部材の形状や構造、外観の変状の種類によって変

わる。例えば、特に2.で述べた見えない部位・変

状や、部材の形状が複雑で死角が多い部位では、

外観に生じるはずの変状を見逃す可能性が高くな

る。加えて、変状の種類の違いや原因やメカニズ

ムも反映させる必要がある。例えば、一旦損傷が

生じると急激に進行する可能性があるような鋼部

材の亀裂の場合には、異常を見逃したり過小評価

したりしたときに部材の安全性に与える影響が甚

大なものになる可能性がある。また、桁端部では

水の堆積などにより急速に腐食が進むこともある。

そこで、表-1の縦軸には変状の急激な進行の可能

性の列を加えている。  
ある部材の機能が不全になったときに橋の落橋

等に与える影響の大小は、例えば橋の構造を

Fault Treeに分解することで評価する方法が提案

されている7),8)。部材が機能不全になったときに、

同種の部材で荷重伝達の代替経路を確保できるか

どうかなど影響する。例えば、写真-4に示す橋で

は、ハンガーケーブルが破断しているが、荷重伝

達の代替経路が結果的に存在したと考えられる。
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この他にも、既往の研究では、たとえば多主桁の

橋では、一部の桁が機能不全になっても、床板や

横桁を介して他の主桁が荷重を分担する事例など

が報告されている。 
また、異常の種類によっても、橋の維持管理に

与える影響は異なる。例えば、コンクリート部材

のひび割れについては、原因が塩害であった場合、

例えば塩分の除去を行おうにも試行錯誤的になり、

時間、費用もかさんでしまうことも考えられる。

そこで、表-1の横軸には劣化が進んだときに修繕

が大規模になる可能性がある部材という区分を加

えている。同様に、部材からのコンクリート片や

腐食片の落下が通行者等に危害を与えることの防

止も定期点検の重要な観点であり、横軸に加えて

いる。 
橋の各部を適切にFault Treeに分解し、関連す

る異常や外観の変状の種類を関連付けることがで

きれば、部位ごと変状・異常の種類ごとの維持管

理リスクを区分できる。そのうえで、維持管理リ

スクが高くなるほど診断において考慮する複数の

観点を充足するために、複数の方法を組み合わせ

て部位の状態に関する情報を取得する必要がある。

例えば、近接目視や画像などによる外観の情報だ

けでなく、他の方法を組み合わせて部位内部の情

報を取得するなど、診断の信頼性を確保するため

の情報を充足させる工夫が必要になる。一方、維

持管理に重大な影響を与える可能性が小さい場合

は、診断に必要な情報の充足性という観点では、

外観に表れる明らかな変状、破壊が確認できれば

よいとすることも可能であると考えられる。 

4．斜張橋での試行 

4.1 試行対象橋梁の概要 
 直轄国道では、供用後の初期損傷を早期に発見

し必要に応じて早期に予防保全対策を検討するこ

とを目的として、供用後2年以内に定期点検の初

回を行うこととしており、これを初回点検と呼ん

でいる。今後の法定点検における点検方法を検討

するための試行を兼ねて、3.で提案した考え方で

点検方法を選定し、初回点検を試行した。試行対

象は、東北地方整備局が管理する、海上部を跨ぐ

橋長680mの鋼3径間連続斜張橋である。図-3及び

写真-5に橋の外観を示す。主塔は鋼製、主塔橋脚

は鉄筋コンクリート製、桁断面は鋼箱桁、計

 
写真-4 ﾊﾝｶﾞｰｹｰﾌﾞﾙが破断しても落橋しなかった事例 

P10

P11 P12

A2

L = 680 m

L = 360 m

 
(a)側面図 

30005500 5500600600 600600
16400

単位mm  
(b)断面図 

図-3 試行対象斜張橋側面図、断面図  

 
写真-5 試行対象斜張橋全景  

40本のケーブルの1面吊り構造である。2021年3
月に供用が開始され、2022年11月に初回点検を

行った。 
4.2 点検内容と対象橋梁の維持管理リスクを考慮

した支援技術の選定 
本橋の主な部位・部材と想定される各変状の種

類に対して、図-4に示すようにFault Treeを整理

して、本橋固有の維持管理リスクレベルを整理し

た結果を表-1に示す。また、リスクレベルを考慮

して検討した点検方法を表-2に、実際の点検状況

を写真-6に示す。以下にリスクレベルの整理や点

検方法の選定の考え方を示す。 
(1) 鋼桁、鋼製主塔 

亀裂は一旦生じると急激に進行する可能性があ

る。桁外面は溶接線はあるものの平面からなる構

造であるが、桁内面については補剛材なども多く、

細部の状態の把握が必要である。また、ケーブル

で吊られていることもあり、急激な落橋に至る可

能性は減じられているかもしれないが、例えば鋼

床版は、亀裂が進行すると通行者を事故に巻き込
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上部構造の機能喪失

主桁の機能の喪失床版の機能の喪失

OORR

床版の耐荷力
の喪失

箱桁の耐荷力
の喪失

ウェブ1
の耐荷力

OORR

ウェブ2
の耐荷力

OORR

亀裂 腐食

（残りウェブも同じ
のため省略）

AANNDD

ウェブ3
の耐荷力

ウェブ4
の耐荷力

ウェブ1
ウェブ2 ウェブ3

ウェブ4

下フランジ

床版

フランジ
の耐荷力

ウェブ
の耐荷力

OORR

亀裂 腐食

OORR

亀裂 腐食  
(a) 上部構造の安全性喪失のFT 

P11左側ｹｰﾌﾞﾙの耐荷力

AANNDD

ｹｰﾌﾞﾙ①
の耐荷力

ｹｰﾌﾞﾙ⑩
の耐荷力

・・・

（残りｹｰﾌﾞﾙ同じ
のため省略）

OORR

亀裂 腐食

P10

L = 
ケーブル①

ケーブル⑩

・・・

P11

 
(b) ケーブルの安全性喪失のFT 

AND：つながれた事象がいくつか複数同時に発生すると上位事象の発生につながる  
OR ：つながれた事象のいずれか一つでも発生すると上位事象の発生につながる  

図-4 試行対象橋梁のFault Tree結果の例  

表-2 各部材の点検方法  
部材 点検方法 写真 -6 

主桁 内面 近接目視  
外面 UAVを用いた画像取得 (a) 

鋼製 

主塔 

内面 近接目視  
外面 壁面移動ロボットを用いた画像取得 

橋面に設置した遠望カメラによる画像取得 

(b) 
(c) 

主塔鉄筋コン 

クリート橋脚 

UAVを用いた画像取得 

コンクリート内の塩分濃度計測 

 

ケー 

ブル 

一般部 ケーブル登攀ロボットを用いた画像取得 (d) 
定着部 近接目視  

  
        (a) UAV     (b) 壁面移動ロボット  

  
   (c) 望遠カメラ    (d) ケーブル登攀ロボット  

写真-6 点検支援技術を活用した点検状況  

む懸念がある。したがって、細部構造やき裂が橋

の機能や安全性、修繕に与える影響を考えると維

持管理リスクが比較的高いと言える。腐食及び防

食機能の劣化については、新しい橋でもあり水が

かりが予測される桁端部や排水周りを除けば、全

体として急激に進行する可能性は低い。すなわち、

見逃しなどの情報の不足があったとしても維持管

理上のリスクは低いと考えられる。 
以上を踏まえ、溶接線が多い桁内面や桁端部の

外面や排水周り及び特については近接目視により

確実に状態把握を行うことにした。一方で、桁外

面については、写真 -6(a)に示すようにUAVを用

いた画像情報を取得することにした。桁内面の情

報と組み合わせて用いることで、桁としての診断

に関わる維持管理リスクを管理することができる

ためである。また、桁外面の外観に近接するため

に点検車を橋面に配置する場合は、長大橋という

こともあり交通の規制時間が長くなってしまうが、

UAVを用いれば短縮できる。 
鋼製主塔についても、同様の考え方で点検方法

を選んでいる。 
(2) 主塔鉄筋コンクリート橋脚 

鉄筋の腐食を例に示す。安全性という観点では、

鉄筋にて減肉がある程度進行するまでは安全余裕

を有する可能性が高い。第三者被害防止の観点か

らは、直下に人が来ることが常に生じることを想

定する必要性は低い。そこで、例えばUAV等の

近接しない方法で、ある程度顕著なひび割れ等に

着目して部材表面の状態を画像から把握すること

で、点検作業の省力化を行うこととした。海上部

の大型の部材であり、近接する作業負担も軽減で

きる。 
一方で、耐久性の観点からは、特に飛沫部では

コンクリート内部への塩分の浸入により、内部の

鉄筋に腐食が生じることが懸念される。海上の大

型の断面であるので、一旦鉄筋の腐食が懸念され

ると修繕は大がかりなものとなってしまう。安全

性については、ある程度顕著なひび割れに着目で

きるものの、耐久性については外観からの情報だ

けでは診断しにくい。また、移動体が撮影する画

像には揺れ等の画像の補正等に起因した精度の問

題が常について回る。 
最終的に、橋脚については、外観の画像による

だけでなく別の方法も組み合わせることで、情報

の不足が引き起こす維持管理リスクを管理するこ

とを考えた。本橋では、コンクリート部材中の塩

分濃度の計測も行うことにされた。 
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(3) ケーブル部材 
 本橋では上部構造を複数本のケーブルで支持し

ており、一本のケーブルが突発的に破断したとし

ても残りのケーブルが健全である場合は、急激な

落橋等に至る可能性は低い。一方で、腐食等が進

行した場合、複数のケーブルで交換が生じるなど

大掛かりな修繕が必要になる可能性が残る。 
ケーブル部材は、ケーブルとそれを主塔や主桁

に定着する定着構造からなる。特に定着部は異常

の見逃しのリスクが高い部位である。なぜなら、

ケーブルの振動などによる応力集中が生じやすい

だけでなく、下側の定着部は、ケーブルを伝って

水分が集中しやすい一方で、定着部は定着具によ

り覆われ、内部の状態を把握することが困難で

あったり、有用な非破壊検査技術も著者らが調べ

る範囲では報告がない。そこで、近接目視を行う

ことにし、それだけでなく、図-5に示すように、

一般部の被覆の損傷から被覆内部のケーブルを

伝って定着部に滞水が生じたり、定着部のケーブ

ルカバーの不具合などで定着部内部に水が浸入し

たことを想定して定着部内部での水みちを検討し、

本橋のケーブル定着部ならではの点検の着目点を

分析したうえで点検を行うことにした。 
一方で、定着部に水が浸入している痕跡がなく、

被覆が破られていなければ、防食性能の劣化を疑

うべき可能性は小さくなる。そこで、一般部につ

いては写真 -6(d)に示すように、ケーブル全長に

わたってケーブル登攀ロボットを用い、むらなく

被覆外観の画像情報を取得することにした。結果

的に、近接するよりもきめ細かに記録ができるだ

けでなく、結果的に高所まで配置されているケー

ブルの点検作業を省力化できることが期待できる。  

4.3 現場での試行例～ケーブル一般部 
ここでは、点検支援機器の利用に着目し、ケー

ブル一般部の点検の例を紹介する。 

本橋では、写真-7に示すように振動対策のため

にケーブル被覆の表面にスパイラル形状とディン

プル形状の加工がされたケーブルが混在している。 
点検支援技術性能カタログ9)では、ケーブルを登

攀する能力についての試験は、表面が滑らかな

ケーブルでしか行われておらず、支援機器の供給

者も、表面加工形状に応じた登攀性能についての

情報を有していなかった。そこで、試行に先立っ

て、登攀能力と画質の試験を行った。その結果、

ケーブルカバーの隙間・
不具合からの水の浸入

定着管の不具合による
水の浸入

ケーブル一般部の被覆の
不具合による水の浸入

水抜き孔からの漏水
や錆汁の有無

主桁上面の漏水
や錆汁の有無

定着部の滞水や結露
の有無、錆汁の有無

座金や定着ナット近傍
の漏水や錆汁の有無

定着管の異常の有無

水みち

着目点

橋面

桁内側

 
図-5 想定されるケーブル定着部の水みちと点検の着目点 

 
(a) スパイラル形状     (b) ディンプル形状  

写真-7 ケーブル被覆の状態  

被覆表面形状と表面の傷などの存在に応じても登

攀能力は変化し、移動速度を低下させるなどの工

夫が必要であることが分かった。供給者が事前に

試験を行っていたり、使用条件を提示していたと

しても、多様な現地の条件を予め全て反映するこ

とは困難であると考えられ、支援機器を活用する

場合には都度キャリブレーションが必要になると

考えられる。 
試行において得られたケーブル被覆の画像の例

を写真 -7に示す。写真 -7(a)では、スパイラル形

状の被覆表面に傷が見える。ケーブル素線が暴露

されている状態にはないこともわかる。軽微な穴

があることも否定できないが、別途目視を行った

ケーブル定着部では水の析出の可能性を示すよう

な変状は見られなかった。写真 -7(b)は、ディン

プル形状の被覆の画像の例である。被覆表面に傷

が見える。しかし、ディンプルのへこみ部分が陰

になり、画像からは状態が確認できないので、別

の方法で改めて確認を行うことが必要と考えられ

る。一つの方法だけで状態を把握することは困難

な場合も生じること、また、支援機器の性能の標

準試験方法として、ケーブル被覆の表面形状の違

いも反映させるべきであることがわかった。 
4.4 経済比較の試算 

すべての部材について近接して点検をした場合

（基本ケースという）と今回の試行した方法を用 
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表-3 従来方法と提案方法でのコスト比較  

①点検費 ロープ点検（14日間） 0.15 カメラ画像 0.18

②交通規制費 全面通行止め 0.33 誘導員配置 0.05

①点検費 ロープ点検（4日間） 0.04 カメラ画像 0.06

②交通規制費 全面通行止め 0.09 なし -

①点検費 橋梁点検車（10日間） 0.15 カメラ画像 0.23

②交通規制費 全面通行止め 0.23 なし -

①点検費

②交通規制費

①＋②

試行ケース

主桁
外側

主塔
外側

0.35 0.46

基本ケース

ケーブル

合計 0.65

1.00

0.05

0.51  
 
いて近接での点検と支援機器での情報取得を併用

した場合（試行ケースという）の費用を推計し比

べた結果を表-3に示す。 
両ケースとも例えば桁や主塔の内面、ケーブル

定着部、支承周りは近接での点検が行われる一方

で、主塔外面、主桁外面、ケーブル一般部の外面

の点検方法が異なる。基本ケースでは、橋梁点検

車、ロープ点検などが組み合わせられる。一方で、

試行ケースでは、画像取得するための機器が用い

られる。したがって、資機材等の単価と稼働日数

や通行規制の日数と費用が異なる。なお、データ

整理の内業費も異なるがここでは計上していない。

基本ケースの費用を1.00としたとき、試行では

0.51となり、費用軽減の効果が認められた。支援

技術の活用により点検費用は増加したものの、

ケーブル、主塔、主桁それぞれの点検のための通

行規制にかかる期間が大幅に短縮でき、交通規制

費が大幅に縮減できたことで、点検費用全体とし

てはメリットが大きかった。また、主塔やケーブ

ル等の高所への近接が不要となることで危険性が

なくなり、安全面でも優位であった。 

5．まとめ 

本研究では、定期点検の質の向上と省力化を目

的として、維持管理リスクに応じて部材毎の点検

方法に求める信頼性を差別化し点検方法を選定す

る方法を検討した。また、実橋での点検方法の試

行を通じて有効性を確認できた。質の向上だけで

なく、費用面でも、各部に近接するための通行規

制時間や点検時間の制約が大きい橋では、支援機

器等を用いるメリットが得られることが分かった。 
一方で課題としては、事例の充実とルールの一

般化が挙げられる。例えば、橋毎の構造の違いを

反映したうえでFault Treeに分解するための方法

論が確立されないと、点検方法の組み合わせの妥

当性が客観的に検証することが難しい。また、点

検支援技術の性能の評価も実際の実施結果を反映

させ、標準化と充実を図る必要性がある。 
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